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１ 概   要 
 

 

釧路市では，道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するとともに

都市機能の維持及び増進に寄与することを目的として「釧路市建築物に

おける駐車施設の附置等に関する条例」(以下「条例｣という。)を制定し、

附置義務制度を導入しています。 

附置義務制度とは、｢駐車場法｣(以下「法｣という。)の第２０条に規定

されており、駐車場整備地区等において建築される一定規模以上の建築

物に対して、自動車の駐車施設の附置を義務付ける制度です。 

「釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の手引き」

（以下「手引き」という。）は、附置の対象となる建築物の規模、附置

すべき駐車施設の規模（台数）等について、市民の皆さんに分かりやす

く解説することを目的として作成しています。 

 

 

■ 建築物を新築する場合 

 

      ⇒  「手引き」の１３ページをご覧下さい。 

 

 

■ 建築物を増築する場合 

 

⇒  「手引き」の２２ページをご覧下さい。 

 

 

■ 建築物を用途変更する場合 

 

⇒  「手引き」の２２ページをご覧下さい。 

 

 

■ 建築物を増築及び用途変更する場合 

 

⇒  「手引き」の２２ページをご覧下さい。 

 
 

※ 建築物の延べ面積は，駐車施設の用途に供する部分の面積を除いた部分の面積

が対象となります。（条例第3条第1項） 
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２ 条例の対象となる地区及び地域 （条例第３条関連）  

 

駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域が条例の対象となります。 

 
表-1 条例の対象となる地区及び地域 

 

桜ケ岡 
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表-2 条例の対象となる地区及び地域 
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表-3 条例の対象となる地区及び地域 

(※黒文字は一部該当、赤文字は全地域該当) 
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図-1 条例の対象となる地区及び地域 
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赤塗 ：    商業地域 

桃色塗：    近隣商業地域 

オレンジライン：駐車場整備地区 



 

 
図-2 条例の対象となる地区及び地域（A地区） 
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桃色塗：    近隣商業地域 



 
図-3 条例の対象となる地区及び地域（B地区） 
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桃色塗：    近隣商業地域 



 
 

図Ⅰ-4-4 都市計画区域内駐車附置義務該当地域(C地区) 

赤塗 ：    商業地域 

桃色塗：    近隣商業地域 

オレンジライン：駐車場整備地区 



 

 
図-5 条例の対象となる地区及び地域（D地区） 

－ 9 － 

桃色塗：    近隣商業地域 



 

 
図-6 条例の対象となる地区及び地域（E地区） 
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赤塗 ：    商業地域 

桃色塗：    近隣商業地域 



 
図-7 条例の対象となる地区及び地域（F地区） 
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桃色塗：    近隣商業地域 



 

 ３ 建築物の用途 （条例第３条関連） 

 

（１）特定用途 

劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用

途で政令で定めるもの。（法第２０条第１項） 

         
※駐車場法施行令第18条第1項により29の用途が規定されています。 

 

（２）非特定用途 

     特定用途以外の用途 

（３）混合用途 

      特定用途と非特定用途を有する用途 
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４　建築物を新築する場合　（条例第３条関連）

※注-１を参照して下さい。

※注-２を参照して下さい。

※注-３を参照して下さい。

※注-４を参照して下さい。 ※注-５を参照して下さい。

※注-６を参照して下さい。

下記のフロー図により、当該建築物が条例の適用を受けるかを確認して下さい。

● 建築物を新築する場合

新築する建築物の敷地が
「駐車場整備地区内」、「商業
地域内」又は「近隣商業地域
内」であるか？

ス　タ　ー　ト

「駐車場整備地区内」、
「商業地域内」又は「近隣
商業地域内」の敷地の面
積の方が大きいか？

条例の適用を

受けません。

条例第６条の適用の除
外に該当するか？

条例の適用を

受けません。

新築する建築物の用途
に共用部分があるか？

共用部分の面積を按分
します。

建築物の延べ面積が条例
の基準を超えるか？

条例の適用を

受けません。

条例の適用を受ける
建築物に該当します。

NO

YES

YES

Ｐ１７「附置台数の算定」
Ｐ１９「駐車施設の規模」

NO

NO

YES

YES

条例の適用を

受けません。

NO

YES

NO
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＊ 条例の第６条に、適用が除外される建築物を規定しています。

＊

（例-１）

建築物を新築する敷地

(敷地面積A=1,000㎡)

（例-２）

建築物を新築する敷地

(敷地面積A=1,000㎡)

「駐車場整備地区」、「商業地域」、「近隣商業地域」のそれぞれのエリアについては、
「手引き」のP２～１１をご覧下さい。

　注 － １

400㎡600㎡

道路

駐車場整備地区、商業地域

又は近隣商業地域のエリア

駐車場整備地区、商業地域又は
近隣商業地域内の敷地面積＝４００㎡
　＜　その他の敷地面積＝６００㎡　なので、
条例の適用を受けません。

400㎡ 600㎡

道路

駐車場整備地区、商業地域

又は近隣商業地域のエリア

駐車場整備地区、商業地域又は
近隣商業地域内の敷地面積＝６００㎡
　＞　その他の敷地面積＝４００㎡　なので、
条例の適用を受ける建築物に該当します。

（適用の除外）
第６条　次の各号のいずれかに該当する建築物については、第３条及び第４条の
　　　規定は適用しない。
　　　(1)建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条に規定する仮設建築物
　　　(2)この条例施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域又は
　　　　周辺地区若しくはふくそう地区に指定された日から起算して6か月以内に工
　　　　事に着手する建築物
　　　(3)駐車場整備地区内、商業地域内又は近隣商業地域内において、非特定部
　　　　分が公共の用に供されることになる混合用途建築物の新築、増築又は用途
　　　　変更で市長が交通の安全上特に支障がないと認めたもの
　　　(4)義務教育施設の用途に供する建築物

　注 － ２

　注 － ３
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（条例第２条関連） 

（条例第７条関連） 

（条例第６条関連） 



 

＊ 建築物の用途と共用部分について

「特定用途」

※ 詳細については、「手引き」のＰ１２をご覧下さい。

「非特定用途」 特定用途以外の用途

「混合用途」 特定用途と非特定用途を有する用途

「共用部分」

（例-３） ＊ 共用部分の按分

非特定用途の延べ面積 ：
特定用途の延べ面積 ： 延べ面積：Ａ＝３，９００㎡
共用部分の延べ面積 ：

○特定用途への按分

○非特定用途への按分

●按分後の延べ面積

特定用途の延べ面積　 　：　１，７００㎡　＋　９２㎡　＝　１，７９２㎡

非特定用途の延べ面積　：　２，０００㎡　＋１０８㎡　＝　２，１０８㎡

非特定用途の延べ面積
特定用途の延べ面積 ＋ 非特定用途の延べ面積

２，０００㎡
× ２００㎡ ＝

共用部分の延べ面積
特定用途の延べ面積 ＋ 非特定用途の延べ面積

特定用途の延べ面積
×

１，７００㎡　＋　２，０００㎡

１，７００㎡　＋　２，０００㎡

１，７００㎡
×

劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大
きい用途で政令で定めるもの。（駐車場法第２０条第１項）

混合用途において、特定用途と非特定用途の両方の用途に利用する機械
室、玄関、階段、ホール、トイレなどの部分

２，０００㎡
　　１，７００㎡

２００㎡

１０８㎡ （小数点以下を四捨五入します。）

２００㎡ ＝ ９２㎡ （小数点以下を四捨五入します。）

× 共用部分の延べ面積

非特定用途
Ａ＝２，０００㎡

特定用途
Ａ＝１，７００㎡

共用部分Ａ＝２００㎡

　注 － ４

　注 － ５

－ 15 －  

（条例第３条関連） 



 

（１）「特定用途」の建築物を新築する場合

（例-４）

① 延べ面積が２，０００㎡の特定用途建築物

→ 延べ面積が２，０００㎡を超えないので条例の適用を受けません。

② 延べ面積が２，３００㎡の特定用途建築物

→ 延べ面積が２，０００㎡を超えるので条例の適用を受けます。

（２）「非特定用途」の建築物を新築する場合

（例-５）

① 延べ面積が２，８００㎡の非特定用途建築物

→ 延べ面積が３，０００㎡を超えないので、条例の適用を受けません。

② 延べ面積が３，６００㎡の非特定用途建築物

→ 延べ面積が３，０００㎡を超えるので、条例の適用を受けます。

（３）「混合用途」の建築物を新築する場合　（駐車施設の面積は除外されます。）

※ 建築物の全部を特定用途に供する建築物と見なして計算します。

※ 共用部分を有する建築物は、按分後の面積が対象となります。

（例-６）

特定用途の延べ面積 ：

非特定用途の延べ面積 ：

１，７９２㎡　＋　２，１０８㎡　×　２／３　＝　３，１９７㎡　（小数点以下を四捨五入します。）

→

計算後の延べ面積が２，０００㎡を超えるので、条例の適用を受けます。

２，１０８㎡

延べ面積が３，９００㎡の混合用途建築物を延べ面積３，１９７㎡の特定用途建築物
と見なします。

１，７９２㎡
（例-３）に示した混合用途建築物

特定用途の延べ面積　＋　非特定用途の延べ面積　×　２／３ （条例第３条第３項の規定）

　注 － ６

建築物の延べ面積が、２，０００㎡を超える場合に条例が適用されます。

建築物の延べ面積が、３，０００㎡を超える場合に条例が適用されます。

－ 16 －

駐車施設の用途に供する部分の面積を
除外した延べ面積が対象となります。

駐車施設の用途に供する部分の面積を
除外した延べ面積が対象となります。

 

（条例第３条、別表関連） 



５　建築物を新築する場合の附置台数の算定　（条例第３条、別表関連）

＊ 附置台数の算定は、条例第３条の各項の規定及び別表により行います。

＊ 算定後の附置台数に小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとします。

（１）「特定用途」の建築物を新築する場合

建築物の延べ面積が、２，０００㎡を超える部分の面積に対して、２００㎡ごとに１台

の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければなりません。

（例-７）

① 延べ面積が、２，１００㎡の特定用途建築物

（２，１００㎡ － ２，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ０．５台 ⇒ １ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、１ 台となります。

② 延べ面積が、３，２５０㎡の特定用途建築物

（３，２５０㎡ － ２，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ６．２５台 ⇒ ７ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、７ 台となります。

（２）「非特定用途」の建築物を新築する場合

建築物の延べ面積が、３，０００㎡を超える部分の面積に対して、２００㎡ごとに１台

の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければなりません。

（例-８）

① 延べ面積が、３，０５０㎡の非特定用途建築物

（３，０５０㎡ － ３，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ０．２５台 ⇒ １ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、１ 台となります。

② 延べ面積が、４，６５０㎡の非特定用途建築物

（４，６５０㎡ － ３，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ８．２５台 ⇒ ９ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、９ 台となります。
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（３）「混合用途」の建築物を新築する場合

特定用途の延べ面積と非特定用途の延べ面積×２/３の合計の面積が、２，０００㎡

を超える部分の面積に対して、２００㎡ ごとに１台の割合で算定した駐車台数を有す

る駐車施設を附置しなければなりません。

（例-９）

＊ （例-３）に示した、延べ面積３，９００㎡の混合用途建築物の附置台数

非特定用途の延べ面積 ：
特定用途の延べ面積 ： 延べ面積：Ａ＝３，９００㎡
共用部分の延べ面積 ：

① 共用部分を按分すると、

特定用途の延べ面積　 　：　１，７００㎡　＋　９２㎡　＝　 １，７９２㎡

非特定用途の延べ面積　：　２，０００㎡　＋１０８㎡　＝　２，１０８㎡

② 混合用途を特定用途と見なすと、

３，９００㎡　（混合用途）　⇒　３，１９７㎡　（特定用途）

③ 条例の規定による附置台数

（３，１９７㎡ － ２，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ５．９９台 ⇒ ６ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、６ 台となります。

６　駐車施設を附置する場所　（条例第３条、第４条関連）

※ 当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置することが困難な

場合には、「手引き」の２３ページをご覧下さい。

２，０００㎡
　　１，７００㎡

２００㎡

（例-３をご覧下さい。）

（例-６をご覧下さい。）
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当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければなりません。

 



７　建築物を新築する場合の駐車施設の規模　（条例第５条関連）

＊ 駐車施設の規模（条例第５条）では、駐車マスの幅と奥行きなどを規定しています。

※ 特定用途と見なします。

＊ 駐車施設の規模 （１台当たり）

幅 ：       ２．３ｍ以上
① 標準の駐車マス

奥行き ： ５．０ｍ以上

幅 ：       ３．５ｍ以上
② 車いす利用者用の駐車マス

奥行き ： ５．０ｍ以上

幅 ：       ３．０ｍ以上

③ 荷さばき用の駐車マス 奥行き ： ７．７ｍ以上

はり下の高さ３．０ｍ以上

はり

３
．

０
ｍ

以
上

は
り

下
の

高
さ

特定用途建築物 混合用途建築物 非特定用途建築物

□車いす利用者用の
　　駐車マス：１台以上

□その他の駐車マス
　　  ：標準の駐車マス

□車いす利用者用の駐車マス：１台以上

□荷さばき用の駐車マス：１台以上

□その他の駐車マス：標準の駐車マス

新築する
建築物

荷さばき用の
駐車スペース

と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

。

自
動
車
が
有
効
に
出
入
で
き
る
も
の
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（１）「特定用途建築物」の駐車施設の規模

（例-１０）

（例-７）の②で示した特定用途建築物の駐車施設の規模

延べ面積が、３，２５０㎡の特定用途建築物

（３，２５０㎡ － ２，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ６．２５台 ⇒ ７ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、７ 台となります。

① 車いす利用者用の駐車マス

幅 ：       ３．５ｍ以上
１　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

② 荷さばき用の駐車マス

幅 ：       ３．０ｍ以上

奥行き ： ７．７ｍ以上 １　台分　設置 ７　台分　設置

はり下の高さ３．０ｍ以上

③ その他の駐車マス

幅 ：       ２．３ｍ以上
５　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

（例-１１）

（例-７）の①で示した特定用途建築物の駐車施設の規模

延べ面積が、２，１００㎡の特定用途建築物

（２，１００㎡ － ２，０００㎡） ÷ ２００㎡/台 ＝ ０．５台 ⇒ １ 台

＊ 条例の規定による附置台数は、１ 台となります。

車いす利用者用の駐車マス

幅 ：       ３．５ｍ以上
１　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

※ 附置台数の算定の結果、附置台数が１台となる場合は、車いす利用者用の
駐車マスを優先して設置して下さい。
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（２）「混合用途建築物」の駐車施設の規模

（例-１２）

＊ （例-９）に示した、延べ面積３，９００㎡の混合用途建築物の附置台数

⇒ 条例の規定による附置台数は、６ 台となります。

① 車いす利用者用の駐車マス

幅 ：       ３．５ｍ以上
１　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

② 荷さばき用の駐車マス

幅 ：       ３．０ｍ以上

奥行き ： ７．７ｍ以上 １　台分　設置 ６　台分　設置

はり下の高さ３．０ｍ以上

③ その他の駐車マス

幅 ：       ２．３ｍ以上
４　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

※

（３）「非特定用途建築物」の駐車施設の規模

（例-１３）

＊ （例-８）の②に示した、延べ面積が、４，６５０㎡の非特定用途建築物

⇒ 条例の規定による附置台数は、９ 台となります。

① 車いす利用者用の駐車マス

幅 ：       ３．５ｍ以上
１　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

③ その他の駐車マス ９　台分　設置

幅 ：       ２．３ｍ以上
８　台分　設置

奥行き ： ５．０ｍ以上

※

附置台数の算定の結果、附置台数が１台となる場合は、車いす利用者用の
駐車マスを優先して設置して下さい。

附置台数の算定の結果、附置台数が１台となる場合は、車いす利用者用の
駐車マスを優先して設置して下さい。
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８　建築物を増築する場合　（条例第４条関連）

＊ 建築物を増築する場合は、増築後の建築物を新築と見なして条例を適用します。

（例-１４）

※

９　建築物を用途変更する場合　（条例第４条関連）

＊

（例-１５）

※

１０　建築物を増築及び用途変更する場合　（条例第４条関連）

＊

（例-１６）

※ 増築及び用途変更後の建築物を新築と見なして、P１３の「建築物を新築する場合」
をご覧下さい。

建築物を用途変更する場合は、用途変更後の建築物を新築と見なして条例を適用します。

増築後の建築物を新築と見なして、P１３の「建築物を新築する場合」をご覧下さい。

既存建築物 増築後（混合用途）

用途変更後（混合用途）既存建築物

建築物を増築及び用途変更する場合は、増築及び用途変更後の建築物を新築と見なして
条例を適用します。

既存建築物 増築及び用途変更後（特定用途）

用途変更後の建築物を新築と見なして、P１３の「建築物を新築する場合」をご覧下さい。

非特定用途
　4,500㎡

増築 非特定用途
　4,500㎡

　増築
特定用途
　2,100㎡

用途変更
非特定用途
　5,500㎡

非特定用途
　3,500㎡

特定用途
　2,000㎡

増築及び
用途変更

非特定用途
　3,500㎡

用途変更
特定用途
　3,500㎡

　　増築
非特定用途
　3,700㎡
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１１ 附置の特例 

 

条例第８条に駐車施設の附置の特例が規定されています。 

 

 

当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置 

することが困難な場合 

 

 

 

 

当該建築物の構造又は敷地の位置により、特にやむを 

得ない場合において、別の場所に駐車施設を設置する 

ときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施 

設を設置したものとみなします。 

 

 

 

 

       この場合、事前に駐車施設の位置、規模及び構造について、 

あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。 

       （承認を受けた事項を変更する場合も、再度承認を受けなければなりません。） 

 

 

 

（駐車施設の附置の特例） 

第８条 第３条又は第４条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築 

物の構造又は敷地の位置により、特にやむを得ない場合において、当該建築 

物の敷地以外の場所に駐車施設を設置するときは、第３条又は第４条の規定に 

かかわらず、当該建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置したものと 

みなす。 

２ 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置、規 

模及び構造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を 

受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

 

※市長の承認を受ける場合の様式は、２９ページをご覧下さい。 
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１２ 駐車施設の管理 

 

 

条例に基づき附置した駐車施設は、常時適法な状態に 

維持管理しなければなりません。 

 

 

 

（駐車施設の管理） 

第９条 第３条、第４条又は前条の規定により設けられた駐車施設の所有者又 

は管理者は、当該施設の敷地、構造、設置及び規模について常時適法な状態 

に維持管理しなければならない。 

 

 

 

 

 

１３ 立入検査・措置命令 

 

条例の第１０条及び第１１条に、立入検査及び措置命令について規定されてい

ます。 

 

   ※詳しくは、「手引き」の２７、２８ページをご覧下さい。 
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釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

 

平成17年10月11日 

釧路市条例第217号 

（目的） 

第１条 この条例は、駐車場法（昭和３２年法律第１０６号。以下「法」という。）の

規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設（以下「駐車施設」という。）

の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、

もって市民の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的と

する。 

 

（地区の指定） 

第２条 法第２０条第２項の規定により条例で定める地区は、次に掲げる地区とする。 

(1)駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域に接続する５００メートル以内の区

域（以下「周辺地域」という。）内で市長が定める地区（以下「周辺地区」という。） 

(2)周辺地域、駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内で

自動車交通の地区的ふくそうの予想される地域内で市長が定める地区（以下「ふく

そう地区」という。） 

２ 市長は、前項の規定により周辺地区又はふくそう地区を指定したときは、その旨を

告示しなければならない。 

 

（建築物の新築の場合の駐車施設の附置） 

第３条 駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域内において延べ面積（駐車施設の

用途に供する部分の面積を除く。以下この項において同じ。）が３，０００平方メー

トルを超える建築物を新築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、

延べ面積が３，０００平方メートルを超える部分の面積に対して、２００平方メート

ルごとに１台の割合で算定した駐車台数（小数点以下の端数があるときは、切り上げ

るものとする。）を有する駐車施設を附置しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表アに掲げる地区又は地域において法第２０条第１項

に規定する特定用途（以下「特定用途」という。）に供する建築物でイに掲げる規模

のものを新築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内にウにより算定

した駐車台数（小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。）を有する

駐車施設を附置しなければならない。 

３ 駐車場整備地区内、商業地域内又は近隣商業地域内において、特定用途に供する部

分（以下「特定部分」という。）及び特定用途以外の用途に供する部分（以下「非特

定部分」という。）を有する建築物（以下「混合用途建築物」という。）は、その全

部を特定用途に供する建築物とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、

特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に３分の２を乗じて得た面積との合計を

その建築物の延べ面積とする。 
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（建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置） 

第４条 駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内、周辺地区内 

又はふくそう地区内において建築物を増築しようとする者又は建築物の

部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することと

なるもののために法第２０条の２に規定する大規模の修繕又は大規模の

模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築

した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の

規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において

これらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規

模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物

の敷地内に附置しなければならない。 

 

（駐車部分の規模） 

第５条 前２条の規定により附置する駐車施設は、駐車部分の規模を駐車台数１台につ

き幅２．３メートル以上、奥行５メートル以上とし、自動車が有効に出入りできるも

のとしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前２条の規定により附置しなければならない駐車施設の 

うち、少なくとも１台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅３． 

５メートル以上、奥行５メートル以上としなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、前２条の規定により附置しなければならない駐車施設 

 のうち、少なくとも１台分については、荷さばきのための駐車施設として、幅３メー 

トル以上、奥行７．７メートル以上、はり下の高さ３メートル以上としなければなら 

ない。ただし、構造若しくは敷地の状態から市長がやむを得ないと認める建築物又は 

特定用途以外の用途に供する建築物については、この限りでない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、特殊な装置を用いる駐車施設で市長が有効に駐車でき

ると認めたものについては、前３項の規定によらないことができる。 

 

（適用の除外） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第３条及び第４条の規定は

適用しない。 

(1)建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条に規定する仮設建築物 

(2)この条例施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域又 

 は周辺地区若しくはふくそう地区に指定された日から起算して6か月 

以内に工事に着手する建築物 

(3)駐車場整備地区内、商業地域内又は近隣商業地域内において、非特定部分が公共

の用に供されることになる混合用途建築物の新築、増築又は用途変更で市長が交通

の安全上特に支障がないと認めたもの 

(4)義務教育施設の用途に供する建築物 
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（建築物が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置） 

第７条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区若しくは

ふくそう地区又はこれら以外の地域の２以上にわたる場合においては、その敷地の地

区及び地域別の面積を算出し、そのうち最も大きな面積を占める部分の属する地区又

は地域にその敷地があるものとみなして第３条又は第４条の規定を適用する。 

 

（駐車施設の附置の特例） 

第８条 第３条又は第４条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造

又は敷地の位置により、特にやむを得ない場合において、当該建築物の敷地以外の場

所に駐車施設を設置するときは、第３条又は第４条の規定にかかわらず、当該建築物

又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。 

２ 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置、規模及び構

造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更

しようとするときも、同様とする。 

 

（駐車施設の管理） 

第９条 第３条、第４条又は前条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者

は、当該施設の敷地、構造、設置及び規模について常時適法な状態に維持管理しなけ

ればならない。 

 

（立入検査） 

第１０条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において建築物若しくは駐車施

設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして駐車

施設又は駐車施設を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、検査させること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

 

（措置命令） 

第１１条 市長は、第３条、第４条又は第８条の規定に違反した者及び第５条の規定に

適合しない駐車施設を設けた者に対し、相当の猶予期間をつけて、駐車施設の附置又

は設置、改善、使用制限、使用禁止その他当該違反を是正するために必要な措置を命

ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめその措置を命じ

ようとする者に対し、弁明のため自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければな

らない。 

３ 第１項の規定による命令は、その命じようとする措置、理由その他必要な事項を記

載した書面により行うものとする。 
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（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市建築物における駐車施設の附置

等に関する条例（昭和４７年釧路市条例第３７号）の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から起算して６か月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更

の工事に着手した者については、この条例による改正後の釧路市建築物における駐車

施設の附置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 

 

別表（第３条及び第４条関係） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 28 －

ア 地域・地区 イ 建築物の規模 ウ 駐車施設の規模 

駐 車 場 整 備 地
区、商業地域又
は近隣商業地域 

特定部分の延べ面積（屋外
観覧席の面積の含み、駐車
施設の用途に供する部分
の床面積を除く。以下同
じ。）が２，０００平方メ
ートルを超えるもの 

特定部分の延べ面積が２，０００平
方メートルを超える部分の面積に対
して２００平方メートルごとに１台 

周辺地区又は
ふくそう地区 

本表上覧中「２，０００平方メートル」とあるのを「３，
０００平方メートル」と、「２００平方メートル」とある
のを｢３００平方メートル｣と読み替えて、本表を適用する。 



 

駐車施設承認（変更）申請書 
   年    月     日 

 

釧路市長 あて 

                                     設 置 者     住 所 

                                             氏 名                               

 

  釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第８条第２項の規定に基づき

駐車施設の設置（変更）の承認を申請します。  

駐
車
施
設
を
附
置
す
べ
き
建
築
物 

所  在  地 
釧路市               丁目          番   

（駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域） 

工事の種別 １．新 築    ２．増 築    ３．用途変更  ４．増築及び用途変更 

用
途
お
よ
び
規
模 

特
定
用
途 

劇場、映画館、演芸場、観覧用、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、 

結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、 

カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、ボーリング場、体育館、 

百貨店その他店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場、遊技場 

非特定用途 

１．住  宅 

２．その他 

 特定部分 非特定部分 供用部分 駐車施設 合  計 

新増用変 A.  ㎡ B. ㎡ C. ㎡ D. ㎡ ㎡ 

既存 F. ㎡ G. ㎡ H. ㎡ I. ㎡ ㎡ 

合計 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

駐車施設を附置

できない理由 

 

駐  

車  

施  

設 

附置対象地外設置場所  

自己所有以外の場合の 

使用承諾者 

住 所 

氏 名 

規模 

区     分 駐車施設面積 台    数 

敷
地
内 

  建 築 物 内 ㎡ 台 

  建 築 物 外 ㎡ 台 

附置対象敷地外の設置場所 ㎡ 台 

合     計 ㎡ 台 

条例による駐車台数 台 

注）１．使用承諾者の欄に関し、権利関係を証するために使用承諾書もしくは賃貸契約書等を添 

        付すること。 

    ２．承認変更申請の場合にあっては、変更しようとする事項を朱書すること。 

（様式１） 



釧都計第          号 

年  月  日 

 

 

                   様 

 

釧路市長         

 

 

駐 車 施 設 の 承 認 に つ い て（ 通 知 ） 

 

 

  釧路市建築物における駐車施設の附置に関する条例第８条第２項の規定に基

づき申請のありました駐車施設の変更について、下記のとおり承認します。 

 

 

駐車施設を附置すべき建築物の所在地  

駐 
 

車 
 

施 
 

設 

附置対象敷地外設置場所  

規   模 

区    分 駐車施設面積 台   数 

敷
地
内 

建築物内 ㎡ 台 

建築物外 ㎡ 台 

附置対象外の設置場所 ㎡ 台 

合    計 ㎡ 台 

 

承認の条件 

 

 

 

 

 

 

 

※上記（附置対象敷地外設置）の駐車施設を変更する場合には、「駐車施設承認（変更）

申請書」を提出し、承認を受けて下さい。 


